
令和８年度石川県警察官 (ヘリコプター操縦士 )採用選考試験案内 

 
                                                            令 和 ８ 年 ７ 月 ６ 日 
                                                           石 川 県 警 察 本 部 
受 付 期 間    ７月 21日（火） ～ ８月 28日（金） 
試 験 日    ９月 16日（水） 
 
 
申込方法は、原則としてインターネットによる申込み（電子申請）のみです。 
URL https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa 

 
令和８年度石川県警察官(ヘリコプター操縦士)の採用選考試験を次のとおり行います。 
 
１  試験区分、採用予定人員及び職務内容 

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容 

ヘリコプター 
操縦士 

１名程度 
石川県警察航空隊に勤務（※）し、警察用ヘリコプ

ターの操縦業務等に従事します。 

※ 現在、警察庁において警察用航空機運用の広域化が検討されており、当県警察航空隊の
運用にも変更の可能性があるほか、ヘリコプター操縦士にも勤務地の変更を打診する可能
性がありますが、その際は職員個人の事情や意向を考慮します。 

 
２  受験資格 
 (1) 年齢等 
  ア 年齢 
    昭和 47年４月２日以降に生まれた者 
  イ 技能資格 
       次のすべての条件を満たす者 
   (ｱ)  事業用操縦士（回転翼航空機の陸上多発タービン機）の資格を有する者 
   (ｲ) 第１種航空身体検査証明書を有する者 
   (ｳ)  第１級総合無線通信士、第２級総合無線通信士、航空無線通信士、航空特殊無線技士

のいずれかの資格を有する者 
 (2) 欠格条項 
      次のいずれかに該当する者は受験できません。 
    ア  日本の国籍を有しない者 
    イ  地方公務員法第 16条に規定する次の欠格条項に該当する者 
     (ｱ)  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 
     (ｲ)  石川県職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 
     (ｳ)  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破 

   壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
３  試験の日時、場所及び合否発表 

日 時 場 所 合 否 発 表 

令和８年９月 16日（水） 
午前９時 30分から 
午後３時頃まで 

石川県警察本部 
（金沢市鞍月１－１） 

令和８年 10月中旬予定 

 
４ 申込方法 
  申込方法は、原則としてインターネットによる申込み（電子申請）のみです。 
（1） 職員採用ポータルサイトの「職員採用試験」ページにある申込みフォームから「石川県電

子申請システム」にアクセスし、「新規アカウント登録」において、アカウントを登録した
後、受験申込みをしてください。 

（2） 申込みの受付後に「【石川県電子申請】結果通知メール」という件名のメールが送信され
ます。 



（3） （2）のメールに記載された手順に従って、写真票及び受験票をダウンロードし、印刷の上
試験当日に持参してください。 

（注１） スマートフォンからの申込みも可能です。１ページの２次元バーコードから申込画面
にアクセスしてください。 

（注２） 使用されるパソコン及びスマートフォンや通信回線上の障害などによる万一のトラブ
ルに関しては、一切責任を負いませんのでご了承ください。 

（注３） インターネットによる申込みができない特段の事情がある方は、石川県警察本部警務
部警務課（076-225-0110）に連絡してください。 

 
５ 受付期間 

令和８年７月 21日(火)から令和８年８月 28日（金）まで 
 
６  試験の方法 

区分・種目 配点 内 容 等 

作文試験 
（60分） 

100
点 

課題に対する意見のまとめ方及び国語の基礎力について、作文
試験を行います（600字程度）。 

適性検査Ⅰ・Ⅱ － 職務の遂行に必要な素質及び適性について検査を行います。 

口述試験 
800
点 

主として人物について、個別面接により試験を行います。 

身体検査 － 医療機関等の健康診断書の提出を求め、これにより行います。 

受験資格等の調査 － 受験資格の有無、申込記載事項の真否等について調査します。 

 
７  合格から採用まで 
 (1) 合格者については、上記試験の結果を総合的に判定の上決定され、原則として、令和９年

４月１日に石川県警察官に任命されることになります。 
 (2) 受験資格を満たさないこととなった場合は、採用される資格を失います。 
 
８ 試験結果の情報提供 
  この試験の結果については、次のとおり口頭で情報提供を求めることができます。 

情報提供を求める
ことができる者 

情報提供内容 情報提供期間 情報提供場所 

試験不合格者 
当該試験の種目別得点、
その合計点及び総合順位 

当該合格発表の日から
起算して１か月間 

石川県警察本部 
警務部警務課 

（金沢市鞍月１－１） 

（注１） 情報提供事務は、午前９時から午後５時 45分まで行います（土、日、祝日、年末年始
の休日は除く。）。 

（注２） 必要持参書類 … 受験票又は自動車運転免許証、マイナンバーカードなど官公署の
発行する写真貼付の証明書 

（注３） 電話、はがき等により情報提供を求めること及び本人以外の者が情報提供を求めるこ
とはできません。 

 
９ 給与等の待遇 
 (1)  初任給 
   初任給は、年齢、学歴及び職務経験を勘案して決定されます。 
 (2) 諸手当 
     期末手当、勤勉手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当等が、それぞ

れの条件に応じて支給されます。 
 (3)  勤務時間 
   原則として、午前９時から午後５時 45分までとなっています。 
 (4)  休日 
      原則として、土曜日、日曜日、祝日法による休日及び年末年始が休みとなります。 
 (5) 休暇 
   年次有給休暇（年間 20日、採用１年目は 15日）のほか、夏期休暇等の特別休暇がありま

す。 



 

 問合先（申込書提出先） 

石川県警察本部警務課人事係 
  〒920－8553 
 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 
  (076)225－0110 内線 2624 
  採用ホットライン 0120－369－498 
  https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp 

 


